
長野県生活排水処理構想の改定について

【構想策定の背景】

生活排水処理構想は、生活排水施設の建設や更新計画など、生活排水事業を安定継続させるための管理・運営方針を定めるもので、

平成22(2010)年度に「水循環・資源循環のみち2010」構想として県や市町村が策定して以来、社会情勢や各自治体の状況変化に対

応させて見直しており、今回2回目の改定を行いました。
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【現状】

・汚水処理人口普及率
９８．２％（全国６位）

・未普及人口 ３．７万人

生活排水施設の整備

【課題】

・人口減少社会に対応した処理方法の最適化
・処理区の統廃合等による事業の効率化（広域化・共同化）
・老朽化施設の計画的な改築更新
・防災・減災対策や地球温暖化対策の推進

汚泥の利活用

【現状】

・下水道汚泥は全量利
活用
・下水道以外は一部埋
立処分
・農地利用は全体の
36％

【課題】

・エネルギー利用や農地利用の拡大
・汚泥処理における広域化・共同化



【改定のポイント】

長野県生活排水処理構想（2022改定版）

【新構想の期間】

策定
令和４(2022)年度

短期目標（５年後）：令和9（2027)年度

中期目標（10年度）：令和14（2032)年度

長期目標（30年後）：令和34（2052)年度

処省エネ、創エネ
対策により、排出
量を１/４に削減

処理場数を現状
の３/４に統合

１．持続可能な生活排水対策

• 広域化・共同化

市町村内における農業集落排水や公共下水道の統合

を進め、その後に市町村界も越えた統合を進めます。（図1）

• 人口減少に対応した効率的な処理方式へ見直します。

（集合処理から個別処理への転換も想定）

２．地球温暖化対策

• 流域下水道事業における省エネ改修や創エネ導入等の温室効果

ガスの排出量削減対策を進めます。（図２）

この構想は、生活排水施設の計画的な整備・更新、処理区の統廃合や共同

管理による効率化、発生する汚泥の利活用計画及び事業経営の健全化、

広域連携による効率化などについて定めています。今回特に、新たなポイントと

して以下の内容を位置付けました。


